
 

 

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

神奈川県の要請に基づき、右に掲示する 

時短営業等を実施するとともに、 

2１時以降にあっては、感染防止対策を徹

底した上で、次のサービスを提供します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 店舗名 
 

 
 

 
  テ イ ク ア ウ ト 

宅 配 サ ー ビ ス   

   

 


